
第  5 号 議案 

役員の選任について（案） 

 

代議員の任期は４年、理事は２年、監事は４年となっています。令和８年度

はこれらの改選時期となります。 

まず、代議員選出規則に基づき、５月に改選を行った結果は別紙【代議員名

簿】（案）のとおりです。 

また、代議員から選任される理事、監事、役員については、各支所からの推

薦を経て、理事会の審査を受け別紙【理事・監事・役員名簿】（案）のとおり

です。 

 

  

第 ６ 号 議案 

附帯決議（案） 

 
 本日の決議事項について、 

「権利義務に関係しない軽微な事項の修正」、 

「法令その他これに基づく指示による修正」、 

「経常経費の収益と支出の総額に大きな変動がない範囲内の経理の変更などの

修正又は処理」 

については、役員会又は理事会に一任する。 


